
多様な保育関連給付メニューについて（2）  

（参考資料）   



第16回社会保障書議会   

少子化対策特別部会  
自営の夫の仕事を手伝う人など様々である。「就労支援のための保育」ということも、あ   

まり一律に考えない方がよい。  

9 パートタイム利用者も含めた形に保育所制度を再編成してはどうかという考え方もあ   

ろうが、私はごちゃ混ぜにしない方がよいと思う。「定型保育」を安定して運営できる   

保育所の基盤があった上で、このような形の「一時保育」が安定して実施できるのだと   

思う。保育の面では、両者はほどよい触れ合いを持てている。  

10 当保育所の場合、ホールを利用して、週に4日、10時半～15時半、随時親子で利   

用できる「親子サロンi（0～2歳児対象）も開設しており、賑わっている。「親子サ   

ロン」、「一時保育」、「定型保育」の3点セットがうまく機能している。  

11「一時保育」がこのような場として機能している半面、短時間利用など気軽な預け場   

所としてはあまり機能していないのは事実で、そのような不満もあると思う。そのよう   

なニーズに対しては別の種類の「一時預かりlの場を用意する必要がある。「ひろば」   

に付設するなど日頃から馴染んでいる場所であるのが望ましい。  

12 3点セットで仕事をしていると、在宅子育て家庭が抱えている悩みや問題の大きさが   

よく分かる。親だけでなく、子ども（0～2歳児）も、子どもどうしの触れ合いがあり、   

ゆったり折べる楽しい保育の湯が必要である。  

13 少子化対策という視点からすると、もっと「ひろば」や「一時保育」のような在宅子   

育て家庭支援に力を入れる必要があると思う。（待機児童対策との関係で、現状は少し   

バランスを欠いている印象をもつ。）  

14 今の経済状況から、子どもを預けて働きに出たい母親は増えている。しかし、小さい   

うちは自分の手で育てたいと思っている母親は多く、しかし家に閉じこもりたくはなく、   

割り切れていない母親が多い。そういう母親がl一時保育」を経験して、保育の場が子   

どもにとってもむしろプラスであることを知り、仕事と子育ての両立の道に踏み出して   

行くことも少なくない。一時保育を辛がけて、これまでのように扇lornoth血ではない   

生き方を保障できる「中間的な保育ニーズ」に応える場の重要性を肌で感じている。  

参考資料  

○ 一時保育制度をめぐる経緯  

・平成2年 国の補助事業として創設。  

・補助金は、定額制からスタートしたが、出来高払い制に移るなど変遷している。  

・東京都では、平成8年にバオバブ保育園を含む4園で開始したのが最初。  

・平成15年、国では「特定保育」（週3日ていどまで保育に欠けると市町村が認定した   

児童を対象に必要な日時保育する事業）の制度が出来た。一時保育利用者の中にはこれ   

平成20年10月29日  

保育所における一時保育の経験からの提言  

バオバブ保育園ちいさな家 遠山洋一  

（平成20年10月29日）   

陳述要旨  

1現在保育所で行われている「一時保育lは、「中間的な保育ニーズlに応えるものとし   

て大きな可能性を持っている。しかし、その可能性の大きさが行政や保育関係者に理解さ   

れているとは言い難い。  

2 統計上の一時保育実施箇所数の約半数は「数名を通常保育クラスに一時的に受け入れる」   

方式のものと考えられるが、私が大きな可能性を持つと考えるのは「専用の保育室と専任   

の保育スタッフを備え、叫日10名ていどを保育するl方式の「一時保育lである。以下、   

そのタイプを想定して述べる。  

3 「一時保育」の中心となっているのは「非定型保育」（隔週に1日～毎週3日といった   

ペースで継続して保育するもの）で、そこに「緊急一時保育l（親の病気等で短期間の保   

育が必要なもの）が加わっている。  

4 「非定型保育」が中心であることにより、それなりのまとまりと落ち着きを持った保育  

旦畳ができていて、子どもも楽しみにして来るようになる。そういう中には「緊急一時的」   

に来る子も溶け込みやすい。保護者どうしのつながりも生まれ、親としての学びもある。  

5 「非定型保育」を利用する理由は、就労からリフレッシュまで幅が広い。リフレッシュ   

も幅が広く、1，2歳児と赤ちやんを育てている人にとっての必要性などよく分かる。近   

年は育児疲れの親が市の健康センターなどから利用を勧められて来るケースも少なくな   

い。1，2歳児が友だちと触れ合うことのできる保育の場としての意味もあり、親の期待   

も一部はそこにもあるように思われる。  

6 このような「一時保育」は、1，2歳児を中心に1日10－15人を想定した30r正て   

いどの部屋と3人ていどの保育スタッフを用意することで、30－50人のニーズに応え   

ることができ、施設の効率性は高い。また、保育所の中で実施することで調理、看護、相   

談、事務など保育所が持つ機能や施設設備を活用している。独立施設でやればもっとコス   

トがかかる。  

7 弄り用方式は、一定の制度の下での利用者と保育所の直接契約である。「一時保育」の場   

合は、その方が即応力があり実際的である。ただし、受け入れ容量を超える利用希望に応   

えきれずお断りする苦労は絶えない。  

8 就労による利用者の中には、いわゆる待機児童もいる。しかし、週に3日利用し2日は   

祖母にみてもらうような人から、自宅就労なので成り立っている人、忙しい時期だけ  

サ  

。」  



○ 多摩市における一時保育利用実績（年間のべ利用児童数）  に該当する子もいるが、二つの制度を区別して実施することは煩雑なので「一時保育」の   

中で受け入れている所が多いと思われる。  

・平成19年度全国統計は「一時保育」7，213カ所、「特定保育」927カ所  

・児童福祉法が改正され「一時預かり事業」が法定化されると、ト時保育」もト時預   

かり事業」の中に包括されるものと思われる。（「一時預かり」という名称には疑乱）   

○ バオバブ保育園ちいさな家における一時保育の現状  

・登録児数（10月1日現在）  50名  

週1日以上定期的に利用  39名  

不定期に利用  11名（週に2～3回利用する人も含まれる）  

・登録児の年齢構成  

0歳児5名、1歳児28名、2歳児17名、3歳以上児0  

（註）3歳以上児や月齢の大きい2歳児は、近くの／くオバブ保育園に紹介している0  

・利用の理由（申し込み時点での）   

平成15  平成16  平成17  平成18  平成19   

バオバブ保育園  一日  1，6（i7  2，032  2，494  2，593  2，297  

半日   263   420   148   155   295   

バオバブ保育園  

ちいさな家   半日   286   164   165   171   84   

A園   一日  1．24l   1，252  1，922  1，511   1，626  

半日   300   348   95   45   37   

B園   一日   818   1，138  1，633   l，294  1，424  

半日   392   2（i3   85   213   114   

C園   一日  1，211  2，558  2，944  2，517  2，469  

半日   830   l，043   85   88   74   

D匠i   一日  2，122  1，999  

半日  58   84   

合計   一日  6，547  9，200   1乙220  13，629  

半日  2，07l   2，338   578   730   752   
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・就労  

■通院（出産を含む）   

・生涯学習   

・兄姉の行事等   

・就職活動   

・リフレッシュ  

計  

・利用頻度（定期的利用者）   

・週1回   

・週2回   

・週3回  

■週4回  

計  

（註）多摩市には公立2、私立16の認可保育所があるが、うち6カ所で専用保育室をも  

った一時保育を実施しており実施率は高いと思われる。   

O「親子サロンぴ－だま」の状況（平成19年4～12月の実績）  

・新規登録者数  270名  

・のべ利用人数（子ども）   3，035名   

のべ利用人数（おとな）   2，891名  

・開設目数  143日  

・一日平均利用人数（子ども）  21名  

（註）「親子サロンび－だま」は無札スタッフ2名を配置し、その人件費は年間171  

万円。補助金は受けず保育所会計の中での独自事業として実施している。補助金を受けて  

いないので、市の統計にも国の統計にも載らない。   

23名   

5名  

10名  

1名  

39名  

・平成20年3月に登録されていた一時保育児童の4月以降の状況  
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・幼稚園に入園  

・保育所に入所  

・認証保育所に入所  

・その他の理由で継続せず  

・一時保育継続   

計  

2
 
 
4
 
 



福井県tすみずみ子育てサポート事業の概要  

事 業 内 容  

1対象事由   

保護者の通院、冠婚葬祭、子どもの学校行事、残業など、一時鱒二子育てのサポートが必要となる場合  

2 事業主体  

市町（NPO法人、シルバー人材センター、社会福祉協議会等に委託可）  

3 サポート内容  

①一時預かり（施設型、派遣型） ②保育所などへの送迎 ③家事援助（食事づくり、掃除、買い物など）  

4利用対象者  
小学校就学前および小学校低学年（1～3年生）の子どもがいる子育て家庭  

ち補助基準額   

・利用料金700円／時間（標準利用料）のうち、半額350円／時間（負担割合：県1／2、市町1／2）  
※ただし、第3子以降3歳未満児の利用は700円／時間を補助（「ふくい3人っ子応援プロジェクト」）   

・保険料400円／人（年額）（負担割合：県10／10）   



すみずみ子育てサポート事業の仕組み  

委託契約（1時間700円）  

③登録者連絡  

暮 t ■ ■ ■ ■ tl■ ■  NPO法人、・シルバー人材センター、  

社会福祉協議会、地嘘団体等  ⑦利用実績報告  
＝ ＝ ■ ■ ■  

⑧委託料支払（1時間350円）  

▲
・
 
 

■
 
＿
 
■
 
■
 
 

⑥利用料支払  

（1時間350円）  

■  ■  

■  ■  
②利用者登録  

■
 
 

■
■
■
■
 
 

■  

■■■■t ■■■■■t■  
子育て家庭   

■■1t l＝■■1■■  
①登録申請（年間）  

■
 
 



すみずみ子育てサポート事業の背景  
一子育てを取り巻く環境の変化－   

■ i  

○福井県の総人口および世帯類型別世帯数の推移  
（世帯）   
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すみずみ子育てサポート事業の利用状況  

※小浜市「わくわくくらぶ」延べ利用者435人の内訳（平成21年8月）   
※福井市、敦賀市、小浜市の利用児童の内訳（平成20年度）  



すみずみ子育てサポート事業拡充の要因  

育児疲れ解消や仕事のためなど、一時的に子育てへの手助けが必要となる場合、  

気軽に利用できる一時預かりニーズに対応  

利用料補助（標準利用料：1時間350円）により、サービス利用に伴う経済的負担を軽減し、  

利用機会を拡大  

NPO法人やシルバー人材センターなど地域における多様な担い手の参画により、  

身近な生活圏でのサービス基盤を整備  

○保育所でのサービスとは別の仕組みとして、すべての子育て家庭を対象に、そのニーズに対応  

○地域の子育て支援機能の活用を図り、身近なところで利用しやすい、低額のサービスを提供   



酬時預．かり事業の運営事例  

■日  事二綱1   事例2   

実施場所  瓢骨t空き）ピルの冊㌦薫を活用〔地力都市）  民間の塵蘭杜絶寿詞市二き－子音でひイ》Fヱ鼠：叫ヰ 経的に：実施   

運苫巳l捧   （ニ寸土）筒井市シルバー人材センター   狛u法人子育てサが－トセンや－きちきらくらぷ  

琶  委託零   構井市からすみずみ子育てサボh†、事業の  ＿賀市、発振町からすみずみ・子育てサ   
繁多  尊！賛清負   ポート事業専断．洩・畿  

廼        潤滑射計数■，書聞   増睡牒・1田あたり9【噂間   i懐石謂・1n亘Jたりつ腰帯町】   

ス  事務ヨ諷鼻1名   2名－：うち2名）  

タ  
ツ  

シルバー喪具10・長（きち2名）  
●食員lま了雫てサボ・叫ヘヤ・ノ欄は闇拍拇・受講   

つ名（うも丁鳥）  

フ  
の  α名   0長  

扶 深   
ホ．ているス．タップ緻   ・－ ’■     t∴   穐1名州l蒋兜ま寧に上って異なも：－   

利用日誇  火、・口、9二3江～エ邑：30   軒、盆．8こヨ¢一～・17：30   

1時間ア0ロ閂（豊癖揮キなL′さ   1時間ア00閂（登貞験料な■L」  
＊す．モーずみ子育てサポート事業登録者Fよ1  舜すみずみ子育てサポート事巣登録宵≠土1  

利闘料金  日日時間分東で1時間350閂〔欝3」手以降3  冒邑時間分東でl時間350円（第3十以降3  
摸索一箭児！耳欝輝明   能楽i育三局F上無料）  

昼食1、エ持参   食滞袈の場合rま別途250円   

利用対象児i  玉津8十月1－9一條児喜ノ・fl′茅モモヨ年生〕責で  0厳、泥・～別津、児レト挙毒窯3年生）、章で   

約ユー1名   1日の平均利用数     粁〕23名    〔…蔓2〔l年咋Tみサブ1年率驚一ヾ華閂．人＃hLl■1、り  （i竜2t坪痛ナキナみ串間即′車若閂丸粁Eし595一編、：－   
運営費（20年度）  約ユ．533万円   釣1．50ロ万円   

人件王   B8％（杓1、ひす0万円）   75でも く約1，12：：万円．〕  
り上嶋たり翠：噂月疇）  （銅1年斬・宵1．C鵜円≡－て時耶、熱賛順＼青蜃¢0閂ノ半間l   仁人当たりR平虻腫烙．00t〕円坪碑：）  

西  文賃料   ヱ6容，（釣400万円；   1〔l‘施】こ約15缶てす門‡  

駅  
光熱水景   11！も ら的13万円〕   1％（釣1B万円）  

； 二  
5ラも（約君¢方円）  

絹巌鬼女．．鵡増加聾、怠！鴨井等 トγ沌l；豹三0・1万円き   

収入．＝己0琴用削  れユ．85Jl万円   杓1．50亡l万円   

市町かちの姜舵責嘗   
才3％（約1．ヱ1－1万円）   60ワもi：約ロ¢¢万P蔓〕  

一ニケ斗ずみ，鷺酢l   lrみすみ）  

利用料   ヱア，二さ・㌫（約ノ1JlO万円き   ■10ラ㍍・；二→約BDO万円）  

内  

駅  薔付金   
十暮1 ’倉＿L√   なi 

他事凛収入からの磯僧   なL なし   

頓支墓標  約星空1二雷門（シルパ＼〉、i、帯、センターニ事群舞一－、）   ひ閂   

●利．弼児童犠トニーこじでこもタ：さ・フを配置して  ●毎謁挽かるづ－ども違の歎が時間に上り違  
l・、るため、シフトむ組んでいるが、当日の挽  ぅので．乳タップの記憶を相当する泳ぎニンフが  
かり状況に上ってスタご′ソを呼び出しており、  必箪となる仙  
スタ＝′ブにiま家宅帯機Lておいてもらう必婆  ●今i一之、選僻のある人たち‾珊成し‾丁い恵  

；壬苦にあたっての綴概                           ノうこある。   ので良いが濫ヨ怖が増え恵た運営が．畑茫にな  
●一嘩か！甘よ保育iこすれていない†ども  
たちなので、対応抹人膚空摂る   ●、スタニソア研倍が麒、，巣でみ・5が、なかなかそ  

の時㌍が執れない。  



子育てひろば「あい・ぽ－と」資料  

特定非営利活動法人あい・ぽ－とステーション  

資料1．施設内一時保育利用案内   

資料2．施設内一時保育利用理由   

資料3．施設内一時保育利用時間の推移   

資料4．施設内一時保育利用者数の推移   

資料5．施設内一時保育を利用された感想   

資料6．施設外一時保育利用概要   

資料7．施設外一時保育両会員数の推移及び活動実績  

（紹介・成立件数累計）  

資料8．子育て・家族支援者養成について   



◆利用当日の流れ  

＜いらしたとき＞   

① 会員カードを受付にこ提出ください。   

② 利用申込書にお子さんの本日の体温や様子などを記入してください。   
③ 名札（シール）をお付けください。   

④ 本日ご利用時間分の保育料をお支払いください。   
⑤ ご記入された利用申込書をお持らになり、保育室へいらしてください。  

（外遊びが可能な場合は、靴も保育室にお持ちください）   

⑥ 持ら物を、お子さんの名前の付いた専用カコに移し替えてください。   
⑦ 保育士へ利用申込書を渡し、お子さんの様子を伝えてください。  

◆利用申込暮（HPからダウンロード可）について  

利用申込書は、保護者とスタッフの大切な架け橋です。  

お子さんの日常生活を尊重し、食事時闇や睡眠時間などの  

生活リズムを大切にしたいと思いますので、こ記入をお願いします。  
時間に余裕をもっていらしてください。  

＜お迎えのとき＞   

①受付にお寄りになり、会員カードをお受け取りください。  

一 時保育「あおば」利用案内   

理由に拘わらず、お預かりいたします。   
お子さんと少しの時間離れてのリフレッシュを応援しています。   

※ご利用頂くには「あい－ぽ－と会員」の事前登録が必要です。  

◆一時保育利用時閏   
月～日曜および祝日  7：30～21：00   

＊ ご利用は1時間以上30分単位になります。   

◆対象   
生後2ケ月以上～小学校就学前のお子さん   
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＊料金は、ご利用の際に煎払邑でお預かりいたします。  

※その際、予約時聞の確認をさせていただきます。   

受付の時計で、6分以上経過している場合は、延長料金をいただ   

きますのでご了承ください。（30分単位）   

◆利用予約について  ※完全予約制  

予約受付時間：月一土 9：00－17：00 く日・祝日除く）  

電話：03－5786－3253（予約専用ダイヤル）※FAXは不可  
② 保育室へいらしてください。   
③ 保育士より、お子さんの様子をお伝えし、利用申込書をお返しいたします。   

④ 持ち物や靴をこ確認のうえ、お持ら帰りください。   

⑤ 名札のシールはお取りください。  

◆持ち物  
ビニール袋（2～3枚：衣服用、ゴミ類用）  

食事用ぬれたおしぼり（ウェットティッシュ可）  

食事用エプロン・ハンドタオル・着替え・オムツ・おしりふき  

飲み物・弁当・おやつ・ミルク・哺乳瓶  

＊お子さんに合った必要なものをご持参ください。  

＊持ち物l＝は、すべてのものに記名をお願いします。   

◆食事について  

各自でこ用意ください。短時間の預かりの場合でも、  

飲み物（お茶など）、お着替え（オムツ）は必ずお持らください。   

＊会員登録後、電話か受付窓口にて予約をしてください。  
＊予約は、利用希望日の1ケ月割力、ら可能です。  

＊翌日の予約及び予約時間の延長は前日12：00までお受けします。  
＊ 恐れ入りますが、日曜は8日前、祝日は1週間前に締め切らせていただきます。  

※キャンセル及び保育時間帯変更・短毒掛こ関して“冊年3月1日のご予約から改定）  

・利用当日から3日前の17時以降のキャンセル→保育料金の1割  

・利用当日から2日前の1丁時以降のキヤンセノレ→保育料の5割  

・利用当日のキャンセル→保育料金の全額   
例）・月曜日のキャンセル→前週の木曜日17：00以降はキャンセル料が発生  

・18：00～21：00（3時間）の予約を15：00～18：00（3時間）へ時間皇亘．  
→3日前の17：00以降のこ連絡の場合、3時間分のキャンセル料が発生   

・18：00～21：00（3時間）の予約を18：00～20：00（2時間）へ時間重患  
→3日前の17：00以降のこ連絡の場合、1時間分のキャンセル料が発生   

＊予約時間より早く迎えにいらした場合も、原則として返金致しません。   

＊予約キャンセルが大変多＜、利用希望の万が利用出来ない状況が発生していま  

す。キャンセルされる場合は、できるだけ早くご連招ください。  
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◆お願いしたいこと  

① こ予約された時間は、お守り＜ださい。やむを得ない事情でお預けが遅   

くなったり、保育時間を延長する場合は、ご予約の時間内に、必ずご連   
結ください。この場合は、別途延長料金を頂きます。  

②原則として、病児のお預かりや投薬はできません。当日のお子さんの体   

調によっては、お預かりをお断りさせていただく場合がありますのでご   

了承＜ださい。  

③ インフル工ンザなど法定伝染病に感染し、発熱などの症状がな＜なった   

後も、回復期にある場合は、一時保育ご利用に際して治癒証明（HPか   

らダウンロード可）の提示が必要となります。予めご了承下さい。  

④送り迎えは、必ず保護者が付き添い、スタッフにお子さんを引き継いで   

ください。保護者以外の方がお迎えのときは、必ずその旨を事前にご連   

結ください。変更のご連結のない場合は、お子さんをお渡しでさません   

のでこ了承ください。  

⑤子どもが育つ過程では、子ども同士、色々なトラブルが起こりますが、   

子どもの成長、発達において大事な意味を持っている場合もあります。   

何らかのトラブルが起きた場合には、保育担当者から詳しく状況のご説   

明などをさせていただきますので、ご理解下さい。  

率  
戸ぐう  

一時保育「あ諷軌♂  

利用案内ほ…年柑～，   

※事前登録について   

＊利用当日までに来館して、「あい・ぽ－と会員」の登録手続きをお済  

ませ＜ださい。   

＊登録受付時間：月～土9：00～17：00（日・祝日除＜）   
＊登録時に必要なもの：   

・年会費（お一人500円）   

・乳児医療証等（保護者とお子さんのお名前とご住所が確認でき  

るもので、公的機関発行のもの、1つ）  

※○歳児の場合：母子手帳も必要となります。   

みなと子育てサポートハウス事業   

子育てひろば「あい・ぽ－と」  

〒107－0062  
東京都潜区南青山2－25－1  

血 03－5786－3250（代）  
【事業の問い合わせ】  

潜区子ども支援部子ども輝子ども家庭支援センター  
血 03－3432－8341  

手管てひろば  

あい・ぽ－と   
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子育てひろば「あい・ぽ－と」  

資料2．  

施設内一時保育利用理由（2009年9月）  
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